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見やすく読み間違えにくい
ユニバーサルデザインフォント
を採用しています。

●日時　4 月 27 日（木）、5 月 11 日（木）
　　　　午前 10 時 30 分
●内容　
4 月 27 日…こいのぼり製作
5 月 11 日…母の日のプレゼント製作
その他、歌、手遊び、絵本の読み聞かせなど
●対象　どなたでも参加できます。

ともだちつくろう

(82-1510（ FAX 兼用）子育て支援センター子ども

●日時　5 月 10 日（水） 
　　　　午前 10 時 30 分
●内容　花の種まき、折り紙、
その他、リズム遊び、歌、
絵本の読み聞かせなど
●対象　０歳～６歳児

ひまわりひろば
●日時　5 月 12 日（金） 
　　　　午前 10 時 30 分
●内容　ベビーマッサージ
●講師　原竹 菜月さん
●申込方法
5 月 10 日（水）までに電話または
来所時にお申し込みください。

育児講座

県では、県政に関する相談や要望、または県民生活に関する相談を受け付けています。相談は無料で秘密は厳守します。
●相談場所　福島県庁県政相談コーナーおよび県の各合同庁舎内県政相談コーナー
●相談時間　月曜日から金曜日の午前 9 時～正午、午後 1 時～ 4 時　※ 祝日、年末年始を除く
●県政相談専用電話など

【県庁：県政相談コーナー】
(0120-899-721　または　(024-521-7017　　E-mail アドレス…kenseisoudan@pref.fukushima.lg.jp

【県合同庁舎内：県政相談コーナー】
県中地方振興局県政相談コーナー（郡山）　　　(0120-899-722
県南地方振興局県政相談コーナー（白河）　　　(0120-899-723
会津地方振興局県政相談コーナー（会津）　　　(0120-899-724
南会津地方振興局県政相談コーナー（南会津）　(0120-899-725
相双地方振興局県政相談コーナー（相双）　　　(0120-899-726
いわき地方振興局県政相談コーナー（いわき）(0120-899-727

● ● ●　県政相談のお知らせ　● ● ●

県では、交通事故による損害賠償請求や示談の仕方などについての相談を受け付けています。
相談は無料で秘密は厳守します。
●相談場所　福島県庁 県政相談コーナー（本庁舎 2 階）
●相談時間　月曜日から金曜日の午前 9 時～正午、午後 1 時～ 4 時　※ 祝日、年末年始を除く

【巡回相談】　※事前に予約が必要です。
 ・ 交通事故相談員が出向いて相談を受け付けます。
 ・ 相談を希望される方は、下記の日程および会場をご確認のうえ、必ず事前に予約を取り、指定された時間にお越し
　ください。
 ・ 予約は、原則として相談日の前日正午までです。
●予約受付先　福島県庁 県政相談コーナー(024-521-4281

● ● ●　交通事故相談のお知らせ　● ● ●

会場
月

郡　　山
合同庁舎

白　　河
合同庁舎

会津若松
合同庁舎

い  わ  き
合同庁舎

4 月 25 日（火）18 日（火）11 日（火）   6 日（木）
5 月 23 日（火） － 16 日（火）11 日（木）
6 月 27 日（火）20 日（火）13 日（火）   6 日（火）
7 月 25 日（火） － 11 日（火）   4 日（火）
8 月 22 日（火）15 日（火）   8 日（火）   1 日（火）
9 月 26 日（火） － 12 日（火）   5 日（火）

会場
月

郡　　山
合同庁舎

白　　河
合同庁舎

会津若松
合同庁舎

い  わ  き
合同庁舎

10 月 24 日（火）17 日（火）12 日（木）   3 日（火）
11 月 28 日（火） － 14 日（火）   7 日（火）
12 月 19 日（火）12 日（火）   5 日（火）   7 日（木）

30 年 1 月 23 日（火） － 16 日（火）11 日（木）
30 年 2 月 27 日（火）20 日（火）15 日（木）   6 日（火）
30 年 3 月 27 日（火） － 13 日（火）   6 日（火）

～ 29 年度 交通事故巡回相談日程～

※日程は変更になる場合がありますので、事前にご確認ください。

～福島県 県民広聴室より～

お気軽にご相談ください !

【県政相談・交通事故相談に関するお問い合わせ先…福島県県民広聴室 (024-521-7013】
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田村市ホームページ　http://www.city.tamura.lg.jp/
暮らしの情報案内板

●問い合わせ先は問　●申し込み先は申  　●市への申込・書類提出について明記していない
　ものは、期間中の土・日・祝日を除く午前 8 時 30 分から午後 5 時 15 分まで

市の募集・申請に関する
各記事の共通事項

●勤務場所・募集人数
大越こども園…1 人
●職務内容　
市内保育所などの給食食材の回収・
放射性物質検査
●応募資格　
・普通自動車運転免許を所持してる方
・パソコンの基本的な操作ができる方
●雇用期間　5 月 1 日～ 10 月 31 日
※期間終了後も再雇用する場合が
あります。
●勤務時間
一日おきに下記時間の勤務となり
ます。
①午前 9 時～午後 5 時
②午前 10 時～午後 5 時
※詳しい勤務形態は、お問い合わ
せください。
●賃金　時給 830 円
※通勤距離 2km 以上は通勤手当有
●提出書類　
本庁および各行政局の市民課に備え
付けの市指定履歴書に、6 カ月以内
に撮影した上半身の写真を貼り付け
たもの
●募集期限　4 月 21 日（金）
問・申保健福祉部 社会福祉課
　　　(81-2273

市臨時職員募集
「放射性物質検査員」

募
集

家庭児童相談員募集
（非常勤特別職）

募
集

●募集人数・勤務場所
保健福祉部 社会福祉課…１人
●雇用期間　
5 月 1 日～ 30 年 3 月 31 日
※期間終了後も再雇用する場合が
あります。
●応募資格（次のいずれかに該当する方）
1. 大学で児童福祉、社会福祉、児
童学、社会学、心理学、教育学のい
ずれかを修めた方
2. 社会福祉主事として 2 年以上児童
福祉の仕事に従事したことがある方
3. 上記１または 2 に準ずる方で、
家庭児童相談の業務に必要な学識経
験を有する方
●勤務時間　　
午前 10 時 30 分～午後 5 時 15 分
●賃金　
①月額 146,300 円（資格のある方）
②月額 136,000 円（資格のない方）
※通勤距離 2km 以上は通勤手当有
●提出書類　
・本庁および各行政局の市民課に備
え付けの市指定履歴書に、6 カ月以
内に撮影した上半身の写真を貼り付
けたもの
・応募資格に基づく資格者証の写し
●募集期限　4 月 21 日 ( 金 )
●その他
社会保険に加入していただきます。
問・申保健福祉部 社会福祉課
　　　(81-2273

≪ 上記の共通事項 ≫
●勤務時間　
午前 8 時 30 分～午後 5 時 15 分
●提出書類　
本庁および各行政局の市民課に備
え付けの市指定履歴書に、6 カ月
以内に撮影した上半身の写真を貼
り付けたもの
●その他
雇用決定後、救命講習会を受講し
ていただきます。
賃金日額など詳しくは、お問い合
わせください。

【滝根 B&G 海洋センター】
●職種・募集人数
①プール管理監視員…6 人
②プール監視補助員…6 人
●応募資格
①プール管理監視員
・市内に住む 20 歳以上の健康で泳
げる方（学生を除く）
②プール監視補助員
・市内に住む高校生以上の健康で泳
げる方
●雇用期間　6 月 1 日～ 9 月 15 日
※高校生は期間中の土・日、祝日、
夏季休業期間（夏休み）のみ
●募集期間
4 月 17 日（月）～ 5 月 8 日（月）
問・申滝根公民館(78-2001

市臨時職員募集
「プール監視員・補助員」

募
集

【古道プール・岩井沢プール】
●職種・募集人数
①プール管理監視員
各勤務場所 2 人ずつ（計 4 人）
②プール監視補助員
各勤務場所 2 人ずつ（計 4 人）
●応募資格
①プール管理監視員
・市内に住む 20 歳以上の、健康で
泳げる方（学生を除く）
②プール監視補助員
・市内に住む高校生以上の健康で泳
げる方
●雇用期間
①プール管理監視員
6 月 20 日～ 8 月 31 日
②プール監視補助員
7 月 21 日～ 8 月 24 日
※高校生は期間中の土・日、祝日、
夏季休業期間（夏休み）のみ
●募集期間
4 月 19 日（水）～ 5 月 10 日（水）
問・申都路公民館(75-2063

神俣駅切符販売業務の
休止について

休
止

滝根コミュニティセンターの改修工
事に伴い、下記の期間、神俣駅の切
符販売業務を休止します。
乗車券・定期券などの購入ができま
せんので、菅谷駅や小野新町駅をご
利用ください。
●休止期間
5 月 10 日 ( 水 ) ～９月 30 日（土）
問滝根行政局 産業建設課(78-1204

主な問い合わせ先
●田村市役所
　〒 963-4393
　田村市船引町船引字畑添 76 番地 2
　(81-2111（代表）　 FAX 81-2522

※時間外の緊急時連絡先　(81-1220

●滝根行政局
　〒 963-3692
　田村市滝根町神俣字関場 118 番地
　(78-2111（代表）　 FAX 78-3710
●大越行政局
　〒 963-4192
　田村市大越町上大越字水神宮 62 番地 1
　(79-2111（代表）　 FAX 79-2953
●都路行政局
　〒 963-4701
　田村市都路町古道字本町 33 番地 4
　(75-2111（代表）　 FAX 75-2844
●常葉行政局
　〒 963-4692
　田村市常葉町常葉字町裏 1 番地 
　(77-2111（代表）　 FAX 77-2115

休日・延長窓口の開設案内
●取扱業務…各種証明書の発行のみ

【休日窓口】
●開設日…日曜日
●場　所…田村市役所 本庁
●時　間…午前 8 時 30 分～午後 5 時 15 分

【延長窓口】
●開設日…月～金曜日（祝日を除く）
●場　所…田村市役所 本庁
●時　間…午後 5 時 15 分～ 6 時 30 分
※木曜日については、各行政局でも開設

暮らしの税情報
今月の納期限【 5 月 1 日（月） 】
●軽自動車税…全期
問市民部 税務課(81-2119

公務員の児童手当の申請申
請

公務員で児童手当を受けている方
は、年度末の異動や退職に伴い届け
出が必要となる場合があります。
手当を遅れず受けるためには、異動
があった日から 15 日以内の申請が
必要です。

【届け出が必要な場合】
●公務員を退職した方や派遣などに
より被用者となる方
⇒田村市への申請が必要です。
●公務員になった方や異なる所属庁
へ採用となった方
⇒採用となった所属庁への申請が必
要です。
問保健福祉部 社会福祉課(81-2273
　所属庁 児童手当担当部署

市営住宅入居者募集募
集

地域 団地名 部屋番号 建築年 構造 間取り 家賃 駐車場

滝根

菅谷団地 5 号
（1 階） 昭和 52 年 中層耐火 3 階 3DK 12,100 円～ 無

神俣団地
１号棟

12 号
（2 階） 昭和 57 年 中層耐火 4 階 3DK 14,900 円～ 有

神俣団地
２号棟

14 号
（3 階） 昭和 59 年 中層耐火 4 階 3DK 15,100 円～ 有

大越 久保田団地
1 号棟

105 号
（1 階） 昭和 54 年 中層耐火 4 階 3DK 12,400 円～ 有402 号
（4 階）

常葉 西田団地 13 号 昭和 47 年 簡易耐火 2 階 3K 8,000 円～ 有

船引
東部団地
2 号棟

4 号
（2 階） 平成 2 年 中層耐火 3 階 3DK 17,500 円～ 有

東部団地
6 号棟

15 号
（2 階） 平成 6 年 中層耐火 3 階 3DK 18,600 円～ 有

※家賃は収入に応じて変わります。
【入居者資格】
①同居または同居しようとする親族があること
②世帯の収入が基準額を超えないこと　 ③現在、住宅に困窮していること　
④市税を滞納していないこと　　　　⑤暴力団員でないこと
●申込方法
5 月 1 日（月）から 15 日（月）までに、建設部都市計画課または各行政局産業建
設課に備え付けの申込書に記入のうえ、必要書類を添えてお申し込みください。
※申込者多数の場合は、抽選になります。
●その他
随時申し込み受け付け可能な団地もあります。詳しくは、下記へお問い合わせ
ください。
問・申滝根行政局 産業建設課(78-1205　大越行政局 産業建設課(79-2194
　　　常葉行政局 産業建設課(77-2356　　　建設部 都市計画課(82-1114

口座振り込み時の通帳表
記について

会
計

田村市が取引事業者等からの請求書
に基づき、口座振り込みで支払いを
する際には、通帳表記を「タムラシ
＋請求番号 11 桁」を基本としてい
ましたが、4 月より下記の表記に変
更となりました。
口座振り込みの内容確認について
は、会計課にお問い合わせください。

【変更前】
「タムラシ＋請求番号 11 桁」

↓
【変更後】

「タムラシ」
問会計課(81-2514

ご活用ください！
防災行政無線の内容確認

防
災

防災行政無線の放送内容を聞き逃し
た場合や聞き取れなかった場合に、
放送内容の確認用電話番号に電話を
することで、放送の内容を聞くこと
ができます。
なお、放送から 24 時間が過ぎると、
録音内容が自動的に消去されてしま
うのでご注意ください。

【放送内容の確認用電話番号】
(82-0200　または　(82-0035
※どちらの番号も同じ内容です。
※おかけ間違えのないようにご注
意ください。
問市民部 生活環境課(81-2272

【多重債務・貸金業に関する相談】
福島財務事務所では、借金を抱えお
悩みの方からの相談に応じています。
お気軽にご相談ください。
●相談窓口　福島財務事務所 理財課

（福島市松木町 13-2）
●相談受付時間（平日のみ）
・午前 8 時 30 分～正午
・午後 1 時～ 4 時 30 分
問相談窓口専用ダイヤル
　(024-533-0064

財務省福島財務事務所
からのお知らせ

相
談

【出前講座のご案内】
福島財務事務所では、地域のコミュ
ニティ活動や各種団体の会合などに
お伺いし、「おこづかい帳をつけよう」

「日本の財政を考えよう」「金融犯罪
（なりすまし詐欺等）被害防止」など、
小学生から高齢者の皆さんを対象に
した出前講座を行っています。
費用は無料です。お気軽にお問い合
わせください。
問福島財務事務所 総務課
　(024-535-0301

訂正とお詫び
たむら市政だより 4 月号の 26 ペ
ージ「船引総合福祉センター今週
のおすすめメニュー」内に掲載し
ていた内容に誤りがありました。
訂正して深くお詫びいたします。

無料送迎バス利用条件について
（正）

15 人以上で 1 人 1,000 円を超
える料理をご予約の場合
問船引総合福祉センター(82-0600


